日本共産党を代表し、発議案第３１号「八ッ場ダム建設中止と、住民合意による生活再建・地域振興の促進を求める意見書」の提案理由を述べます。
日本共産党は、国会でも地方議会でも、八ッ場ダムは、利水治水の両面で必要がないことを明らかにし、建設中止を一貫して求めてきました。千葉県の２０２０年度水需給見通しでは、水道水、工業用水あわせて４０万トンも余ることになります。給水人口は増えているのに、一日最大給水量は減少しました。千葉県の人口は、今がピークで、これから先は減り始めます。生活用水だけでなく、工業用水道も今、売れ残りの余り水の処理に困っています。
治水の面ではどうか。カスリーン台風が再来したとしても、その効果がないことは国交省も認めています。２００７年の台風９号では、１００年に一度の規模の大雨が吾妻川上流に降りましたが、吾妻川下流の洪水流量は、国交省の予想の３分の１以下でした。渓谷がダムの役割を果たしているのです。

先の総選挙で、無駄な公共事業ストップの明確な民意が示され、新政権のもとで八ッ場ダム中止が表明されたことは、時代の流れにそった大きな前進であります。
同時に、公共事業のあり方について新しいページを開く、その大転換をまさに図ろうとする時だからこそ、その進め方は、道理にかない、国民に理解され支持されるものでなくてはなりません。政府自らが、関係者に対して十分な説明責任を果たし、合意を得るためのあらゆる努力をつくすことが、どうしても必要です。
まず第一に政府は、ダム予定地の住民に誠意をつくし、住民合意に基づく生活再建と地域振興を促進するため、本腰をいれた取り組みを、最優先に進めるべきです。
大臣のダム中止表明に対して、地元住民が複雑な思いを語ったのは、いわば当然のことです。どんなにダム反対を叫んでも聞きいれられず、ダム建設を受け入れるより他に、個人としての生活設計も地域の存立もありえなかった、こう考えざるを得ないところまで半世紀がかりで追い込まれた住民の、その苦しみは、計り知れません。とりかえしのつかない犠牲を押し付けてきた、その責任は、あげて歴代自民党政権が負うべきものでありますが、新政権がまず、その痛みを真正面から受け止め、国として心からの謝罪と補償を行うべきです。
そして、何よりもまず、ダム中止でこそ地域の未来が開けることについて、住民が確信をもてるだけの展望と方策を示す責任があります。いま吾妻渓谷は、まさに紅葉の美しい季節を迎えていますが、私が訪ねたある地元住民の方は、ふりしぼるように、こう語りました。「ダムに振り回されて、昔も、今もいろいろあった。でも下流のみなさん方は、ダムは要らないんでしょ。だったら、孫たちが帰れる村にしてくれれば、いい---」この言葉の重み、切なる願いをしっかりと、受け止めなければなりません。
そして今度こそ、住民を真ん中にすえた生活再建と地域振興策を、積極的に進めるべきです。新たな法律の制定は当然ですが、地元住民が未来に希望をもてるだけの予算と体制を整え、住民合意で、早急に着手することを、強く求めるものです。
第二は、政府が、すべての情報をただちに公開して、歴代政権がこれまで国民に押し付けてきた「ダム必要」論は誤りであったことを、明確にする責任があります。国民や自治体関係者にも、きちんと説明すべきだということです。同時に、住民の暮らしと安全に責任をもつ関係自治体が、住民に対して、ダムなしでも大丈夫だということを説明できるだけの裏付け資料を、国の責任で提供すべきだ、ということも、強く求めるものです。この点で、大臣によるダム中止表明後も、国交省のホームぺージには、いまだにダム推進の資料しか提示されていないなどという事態は、ただちに改善すべきです。
いま、「ダム中止は高くつく」などの宣伝がふりまかれていますが、一度着手した無駄な公共事業を中止すると、最後まで工事を続けるよりお金がかかる、などという荒唐無稽な詭弁が、まことしやかに流布すること自体が、ダム推進論の道理の無さを物語っています。

そもそも今ふりまかれている「お金がかかる」論は、国の財布の出入りだけを勘定している点でも、また、ダムを中止した場合に国から地方に返還すべき地方負担分のなかに、もともと返す必要のない国庫補助金分５７０億円までカウントするなど、返還分を実際以上に大きく見せている点でも、二重三重に誤ったものです。しかも地方に返還されたお金は、それぞれの自治体で住民福祉のための貴重な財源として生きるのですから、国と地方を合わせた公会計全体でみれば、「無駄な公共事業から、くらし・福祉の拡充へ」という、国民の願いを実現する道につながります。

「もう事業費の七割を使ったのだから」などの声もふりまかれていますが、ダム本体は未着手ですし、付け替え国道の完成割合はわずか６％、付け替え県道は２％、代替地整備は１０％程度しか完成しておりません。仮にダム本体を完成させ、しかも、脆弱な地盤の地滑り対策や東京電力への減電補償分などを合わせた場合の事業費の大幅な増大を考えるなら、ここでダムは中止して、地域振興のために必要な公共事業と環境整備を、しっかりと進めることの方が、財政支出もはるかに少なくてすむはずです。

また「ダム湖ができれば観光客が増える」というのも本当でしょうか。ダム続行では、脆弱な地質により、地滑りなどの災害をさらに誘発する危険性があること、上流の草津や嬬恋などの牧畜が盛んな地から排水が流れ込むため、ダム湖は、緑色の藻の異常繁殖や水質悪化の恐れがあることが、繰り返し警告されています。これでは観光どころではありません。あらたな災いを招きかねないダム建設ではなく、豊かな景観を形作っている国の名勝、吾妻渓谷の自然美を、しっかりと保全し生かしてこそ、未来に希望が持てる再建策につながるのです。よってこれらの間違った情報は、「建設推進」のためのごまかしであり、政府が先頭にたって誤りを正すべきだということを、厳しく指摘しておきます。
最後に、この間、千葉県知事らが「ダムは必要だ」といまだに建設に固執し、キャンペーンを繰り返していますが、そういう姿勢でよいのでしょうか。住民の暮らしと安全に責任を持つ自治体の長として、国にきちんと説明を求め、その情報を県民に明らかにし、県民の声を聞く冷静で理性的な行動こそが、求められています。下流域の知事として、今やるべきことは、河川行政を転換し、これまで削減され続けてきた河川や堤防整備の予算の増額を求めるべきです。実態に即した水需給計画をきちんと策定し、県民が安心できる将来計画をさし示すことではないでしょうか。知事の姿勢を、即刻改めていただきたいと、強く要望します。
今や、国民の声が、税金の無駄遣いをやめさせる新しい時代の扉を開けました。この流れをさらに確実なものとするためにも、八ッ場ダムは、中止し、今度こそ住民が安心できる生活再建と地域振興を促進することこそが、強く求められています。
以上、日本共産党は、県民の皆様とともにそうした時代の新しい流れを促進するため、国の積極的な対応を求めるものです。議員各位の皆様の賛同を、お願い致しまして、本意見書案の趣旨説明といたします。
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